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令 和 ８ 年 ２ 月 ２ ０ 日 

各地区薬剤師会会長 殿 

 

公益社団法人福岡県薬剤師会 

常務理事 竹野 将行   

常務理事  濱  寛   

 

調剤された薬剤及び医薬品の情報提供、指定濫用防止医薬品販売等のための 

業務に関する指針（モデル）の作成について 

 

 平素より、本会会務に格段のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 日本薬剤師会作成の指定濫用防止医薬品販売等手順書モデルの作成について

は、７福薬発第 297 号にてお知らせしたところですが、本手順書の改訂に伴い、

これまで作成していた「〇〇薬局における調剤された薬剤及び医薬品の情報提

供等のための業務に関する指針（モデル）」についても、指針のモデル名称を「〇

〇薬局に調剤された薬剤及び医薬品の情報提供、指定濫用防止医薬品販売等の

ための業務に関する指針」として改訂した旨、日本薬剤師会より連絡がありまし

たので、お知らせいたします。 

 つきましては、改正薬機法に伴い、令和８年５月１日までに各薬局において実

施いただく、指針及び業務手順書の改訂時にご活用いただきますようお願いい

たします。指針モデルに記載した項目はあくまでも例示ですので、活用の際には、

必ずモデル全体をお目通しの上、必要な箇所に自薬局及び店舗の考え方をご追

加ください。 

 また、改訂版の指針および業務手順書（モデル）は、本会ホームページにも掲

載しております。 

 お忙しいところ恐れ入りますが、薬剤師及び薬局が遵守すべき事項等につい

て、貴会会員へご周知賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 
 
◆本会ホームページ掲載場所 

福岡県薬剤師会 HP＞会員専用ページ＞ログイン＞医療保険委員会＞薬局に備え

る指針や手順書等 各種＞調剤された薬剤及び医薬品の情報提供、指定濫用防止

医薬品販売等のための業務に関する指針・業務手順書 

https://www.fpa.or.jp/member/iryouhoken-i/_5202.html 

以 上 

https://www.fpa.or.jp/member/iryouhoken-i/_5202.html


日 薬 業 発 第 433 号 

令和８年２月 12 日 

 

都道府県薬剤師会担当役員 殿 

 

日 本 薬 剤 師 会  

副会長 渡邊 大記 

 

 

調剤された薬剤及び医薬品の情報提供、指定濫用防止医薬品販売等のための 

業務に関する指針（モデル）の作成について 

 

平素より、本会会務に格段のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

指定濫用防止医薬品販売等手順書モデルの作成については、令和８年１月 30 日付

け日薬業発第 409 号にてお知らせしたところですが、本手順書の改訂に伴い、これ

まで作成していた「○○薬局における調剤された薬剤及び医薬品の情報提供等のた

めの業務に関する指針（モデル）」についても、指針のモデルの名称を「○○薬局に

おける調剤された薬剤及び医薬品の情報提供、指定濫用防止医薬品販売等のための

業務に関する指針」として、改訂しました（別添）。 

会務ご多用のところ誠に恐縮ですが貴会会員にご周知いただきますようよろしく

お願い申し上げます。 

 

※本会ホームページ（以下 URL）で公開しております。 

○日薬一般向け HP＞薬剤師のみなさまへ＞薬局関連情報＞薬局に備える指針、手順

書等 

https://www.nichiyaku.or.jp/yakuzaishi/pharmacy-info/guideline 

 

https://www.nichiyaku.or.jp/yakuzaishi/pharmacy-info/guideline


○○薬局における調剤された薬剤及び医薬品の情報提供、指定濫用防止医薬品

販売等のための業務に関する指針（モデル） 

 

指針モデルに記載した項目はあくまでも例示ですので、各薬局におかれま

しては必ず全体をお目通しの上、必要な箇所に自薬局の考え方を追加する

などしてご活用ください。 

 

令和  年  月  日 作成 

 

１. 基本理念 

・当薬局は法令に基づいた業務を遂行することにより、適正な医薬品の供

給を行う。 

・調剤された薬剤、薬局医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品のそれぞれ

に関し、法令の規定による情報提供を行い、薬学的知見に基づく指導を

行うとともに相談等に応ずる。 

・これら情報提供及び指導と相談応需を通じ、使用者の医薬品使用の有効

性と安全性を高める。 

・指定濫用防止医薬品の販売時の情報提供等に係る事項の遵守を通じ、使

用者に寄り添った医薬品の適正かつ安全な使用を確保する。 

・特に、要指導医薬品や一般用医薬品の供給に際しては、需要者から十分

に情報を収集し、一般用医薬品等の使用の適否を見極め、また必要に応

じて医療機関の受診を勧めるなど、消費者のセルフメディケーションの

支援に努める。 

 

なお、本指針は、当薬局で従前から策定している医療安全管理指針等と併

せて運用する。 

 

 

２. 業務手順書の作成及び業務手順書に基づく業務の実施 

基本理念に基づく業務を遂行し、調剤の業務や医薬品の販売又は授与の業

務に係る適正な管理を確保するため、当薬局では、調剤された薬剤及び医薬

品の情報提供、指定濫用防止医薬品販売等に関する業務手順書を作成し、当

該手順書に基づいて業務を実施する。 

 

２－１．業務手順書 

当薬局では業務手順書として、“調剤された薬剤及び医薬品の情報提供、

指定濫用防止医薬品販売等に関する業務手順書”を策定する。 

 

２－２．業務手順書の項目 

業務手順書には、以下の項目を記載する。 

・医薬品の採用 

・医薬品の購入 



・陳列及び保管管理 

・情報提供する場所 

・情報の提供及び指導 

・販売時の対応・確認等 

・販売後の対応 

・医薬品情報等の収集と活用 

・従事者に対する教育・研修 

・その他 

・手順書の見直しについて 

 

２－３．業務手順書に基づく業務の実施とその確認等 

当薬局では、業務手順書に基づいて業務を実施するとともに、薬局開設

者は、従事者が業務手順書に基づいて業務を実施しているかを適宜確認す

る。その際、改善すべき点がある場合には、必要に応じて見直しを行う。 

 

 

３. 本指針の取扱い 

当薬局では前述の取り組みのほか、適正な業務の維持のための方策を講じ、

それに伴い、必要に応じて本指針の改訂を行うこととする。 


